　　令和８年度・令和９年度
福祉用具購入費及び住宅改修費
における受領委任払いの手引き
　　　　
　　　　　　　　　　　　流山市　
はじめに
　介護保険における住宅改修や福祉用具の利用は、保険を利用して生活しやすい環境を整えることで、介護を受ける本人はもちろんご家族の負担も軽減でき、本人の自立を促すとともに、介護が必要になった状態により狭くなっていた生活領域を拡大することも目的とされ、住み慣れた自宅での生活が期待できるものです。
　そのために、生活のあらゆる場面を想定し、日常生活動作がスムーズにできるよう動作の「連続性」を想像したうえで、どのような住宅改修を行えばどのような変化や効果が得られるものなのかを利用者、利用者家族、住宅改修や福祉用具等の事業者、ケアマネジャーが連携し、共有する事も大事です。
　ここでは、福祉用具購入費、住宅改修費における事業者の登録から、申請、支給までの流れも含めて説明します。
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１　事業者登録について
(1) 登録申請に必要なもの

· 流山市介護保険福祉用具購入費等受領委任払い取扱事業者登録届出書
· 業を営んでいることを証明する書類（定款、商業登記簿、納税証明書、個人事業の開廃業等届出書など）
· 写しでも可とします。

· 委任状（振込先口座の名義人と事業者名が異なる場合）

· 口座名義人に事業者名が含まれている場合は、委任状は不要です。
· 登録印は、社名のみの社印ではなく、代表者印を使用してください。

(2) 登録届出書記載時の注意点
· 名称は、正式なものを記載してください。なお、株式会社を（株）、有限会社を（有）と省略することは可能です。

· 従業者数、有資格者数は登録届出書記載日時点の人数を記載してください。

· ゆうちょ銀行の口座を振込先に設定することも可能です。登録を希望する場合は、金融機関コード等が必要です。
(3) 結果の通知
申請結果につきましては、「流山市介護保険福祉用具購入費等受領委任払い取扱事業者登録通知書」にて通知いたします。

(4) 登録の有効期限
令和８年４月１日から令和１０年３月３１日
(5) 登録の更新

有効期間が満了する前に更新の手続きが必要になります。
（通知文書でお知らせします。）
(6) 登録内容の変更

登録した内容に変更があった場合は、速やかに「流山市介護保険福祉用具購入費等受領委任払い登録事項変更届出書」を提出してください。
(7) 事業の休廃止・再開

当該事業を休止・廃止する場合、あるいは休止していた事業を再開する場合には、「流山市介護保険福祉用具購入費等登録事業廃止（休止・再開）届出書」を提出してください。
(8) 事業者の責務
· 事業者は、関係法令を遵守するとともに、利用者が可能な限り、その居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、その心身及び住宅の状況等を踏まえた適切な住宅改修・福祉用具の選定を行えるよう努めてください。
· 業務上、知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後も同様です。
· 福祉用具貸与については、利用者が適切な商品を選択する観点から、機能や価格帯の異なる複数の商品を利用者に提示し、当該商品の全国平均貸与価格を説明するようにしてください。また、利用者に交付する福祉用具計画書を、ケアマネジャーにも交付してください。

· 住宅改修等を行うに当たっては、被保険者の提示する介護保険被保険者証によって被保険者資格、要介護認定等の有無、要介護認定等の有効期間等を確認し、流山市介護保険住宅改修費等の支給に係る受領委任払いが利用可能であるかどうか確認してください。
· 被保険者からの苦情又は相談があった場合においては、必要に応じて事実関係を確認するための訪問等を行い、被保険者の立場を考慮し、円滑かつ迅速に苦情処理を行なってください。

(9) 登録の取り消し

事業者が次の項目のいずれかに該当する行為を行なったときには、登録を取り消されることがあります。
1 被保険者の求めにもかかわらず、正当な理由なく受領委任払いの利用を拒否した場合

2 登録事業者が提供する受領委任払いに係る法に基づくサービスの瑕疵を原因として、被保険者の身体、財産等を傷つけた場合

3 虚偽又は不正の手段により、事業者登録を受けた場合又は受領委任払いの手続を行った場合

4 その他市長が登録の取消しについて必要と認めた場合
(10) 事業者間の連絡調整

事業者及びケアマネジャーは、福祉用具購入及び住宅改修に関し、当該サービスの必要性の検討をはじめとする必要な連絡調整をするように努めてください。

(11) 更新申請受付期間
令和８年１月３０日（金）から令和８年２月２７日（金）必着
· 郵送または介護支援課窓口にて提出
なお、新規登録申請は随時受け付けております。

２　支給申請について
· 福祉用具購入費申請、住宅改修費支給申請ともに、事前に必ず負担割合をケアマネジャーに確認してください。
（電話・窓口でのお問い合わせにはお答えできません。）
· 住宅改修支給事前申請書の提出から承認までに、７営業日程度を要します。（申請内容によってはお時間をいただく場合もあります。）事前に工事予定日との調整をお願いします。
なお、末期がん等の至急の工事を要する場合は、申請時に申し出てください。
· 福祉用具購入費の申請は購入日から１ヶ月まで、住宅改修費支給申請についても工事完了から１ヶ月までを目安に申請を行なってください。
　＜福祉用具購入費＞

○介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支給申請書
· 申請者兼受領委任者欄の申請者（受領委任事業所）には、登録している事業者を記載し、登録している印を用いてください。
· 同欄の被保険者氏名には、被保険者が署名してください。被保険者が手書きをしない場合には、被保険者名の記名・押印をしてください。（ただしスタンプ印やシャチハタ印は不可）
· 特定福祉用具販売事業者指定番号および申請者(受領委任事業所)欄の登録番号は必ず記入してください。
· 価格が利用限度額を超える可能性がある場合は、事前にケアマネジャーに確認を依頼してください。
· 「福祉用具が必要な理由」欄には、被保険者の身体状況についても必ず記入してください（関係する既往歴がある場合は必ず記入してください）。

· 申請書は、購入月ごとに作成してください。
・同一商品であっても複数購入の場合には、福祉用具名の欄に1個につき1行を使用して記入してください（記入欄が足りない場合には任意書式に申請書と同等の内容を別途示していただいても構いません）。
○福祉用具に係る金額確認書

· 購入日ごとに1枚ずつ作成してください。

· 負担割合や残額を基に、介護保険支給金額や自己負担額を適切に算出し、被保険者に丁寧に説明してください。
· 自己負担額に１円未満の端数が生じた場合は、切り上げて算出してください。

○領収書

· 原本を提出してください。やむを得ず写しを提出する場合は、原本と写しを必ず持参してください。（確認後、原本はお返しいたします。）
· 被保険者宛のものを、フルネームで作成してください。

· 領収額は原則、本人支払額(介護保険自己負担分)となります。

· １円未満の端数が出た場合は、切り上げて算出してください。

· 利用限度額を超えた場合（１割負担の場合）
領収額＝価格－（利用限度額－利用限度額の１割（１円未満切
り上げ））となります。

· 複数の福祉用具を販売する場合は、端数処理の関係上、１品ごとに領収額を算出してください。（だだし、領収書はその合計額で構いません。）
· 提出前に、日付等の記載漏れや、印紙の貼り忘れ及び割印漏れ等がないか、確認してください。
○パンフレット（写し）
· 当該商品に印をつけてください。
· 特注品、あるいは取付費のかかるものの場合に見積書と写真を添付してください。（例：オーダーすのこ）
これらのものについては、運搬費や工事費は支給の対象外となります。
＜住宅改修費＞
支給事前申請
○介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給事前申請書
· 改修予定費用は、原則として住宅改修費用の全額を記入してください。なお、住宅改修費の支給対象とならない工事等の費用を含めた額が記載されていても構いませんが、見積書と整合性のとれる金額としてください。

· 申請者兼受領委任者欄の申請者（受領委任事業所）には、登録している事業者を記載し、登録している印を用いてください。
· 受領委任者の被保険者氏名には、被保険者が署名してください。被保険者が手書きをしない場合には、被保険者名の記名・押印をしてください。（ただしスタンプ印やシャチハタ印は不可）
· 住宅改修支給事前申請書の提出以後に工事内容に変更が生じた場合は、原則として支給事前申請が再度必要となります。ただし、内容によっては軽微な変更として再度の支給事前申請は不要と判断する場合もありますので、事前に介護支援課までご相談ください。(詳しくはＰ１４のＱ６をご参照ください。)
なお、工事費内訳書と住宅改修に係る金額確認書は、住宅改修の完成後の写真と照らし合わせて確認するため、軽微な変更でも支給申請時にご提出をお願いします。

○住宅改修が必要な理由書

· 担当のケアマネジャーに作成していただきます。
· 被保険者確認欄には、被保険者が署名してください。被保険者が手書きをしない場合には、被保険者名の記名・押印をしてください。（ただしスタンプ印やシャチハタ印は不可）
· 工事予定年月日を記載してください。（住宅改修支給事前申請書の提出から承認までに、７営業日程度を要します。）
○工事費見積書
· あて先を被保険者のフルネームで作成してください。
· 会社名、住所、代表者、見積日を明記してください。
· 工事費の１０割分の明細を記載してください。
· 改修部分、改修内容（仕様・長さ・面積等）を明記し、材料費、施工費、諸経費等を区分けして記載してください。

· なお、「○○工事一式」では、受付及び承認できませんので、ご注意ください。
· 保険対象外の部分がある場合は併せて記載してください。
· 改修箇所ごとに番号等を付けてください。
○住宅改修に係る金額確認書

· 負担割合や残額を基に、介護保険支給金額や自己負担額を適切に算出し、被保険者に説明してください。
· 自己負担額に１円未満の端数が生じた場合は、切り上げて算出してください。

○住宅の所有者の承諾書

· 本人が所有している場合は添付不要です。
· 被保険者と当該住宅所有者が異なる場合（配偶者や親子でも）は、住宅所有者の署名をして提出してください。
· 住宅所有者が被保険者と共有名義の場合には、共有者すべてが署名をして提出してください。
○住宅改修の完成前の写真
· 改修前の写真のご提出がないと、申請を受け付けできません。必ず撮影してください。

· 改修箇所が明確にわかるようにしてください。
（途中で切れてしまった場合は、複数撮影してください。）
· 写真には、必ず撮影年月日を入れてください。

· 申請時の写真によって確認できないと、写真の撮り直しを求める場合があります。
· 改修箇所ごとに番号等を付け、見取図と見積書と揃えてください。
· 段差を理由にする場合はメジャーの先端が床に付いている状態が写るようにし、段差の高さが分かるように撮影してください。
· 該当工事が生活動線上必要であることが図面等で確認ができない場合、必要性を確認できる写真を求める場合があります。（例）ベランダに洗濯物を干すため手すり等を設置する場合は、ベランダと物干し竿が写っている写真を撮影してください。
※上記例以外にも求めることがありますので、不明な点があれば介護支援課までお問合せください。

○全体の見取り図（改修箇所及び日中の生活拠点がわかる場所を記載ください）
· 改修箇所が一部でも、全体の図面をご提出ください。
· 改修箇所ごとに番号等を付けてください。
※確認チェックリスト(事前申請用)をご参照の上、提出前に必ず
ご確認をお願いします（チェックリストの提出は任意）。

支給申請（事後）
○介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書
· 申請者（受領委任事業所）には、登録事業者が署名、押印をしてください。（登録している印を用いてください。）

· 改修費用は、原則として住宅改修費用の全額を記入してください。なお、住宅改修費の支給対象とならない工事等の費用を含めた額が記載されていても構いませんが、領収書と整合性のとれる金額としてください。

· 同欄の被保険者氏名には、被保険者が署名してください。被保険者が手書きをしない場合には、被保険者名の記名・押印をしてください。（ただしスタンプ印やシャチハタ印は不可）

· 価格が利用限度額を超える可能性がある場合は、事前にケアマネジャーに確認を依頼してください。
○領収書

· 原則、原本を提出してください。写しを提出する場合は、原本と写しを持参してください。（確認後、原本は返却いたします。）

· 被保険者宛の領収書を、フルネームで作成してください。
· 領収額は原則として、本人支払額(介護保険自己負担分と住宅改造自己負担分を含む)となります。
· 提出前に、日付等の記載漏れや、印紙の貼り忘れ及び割印漏れ等がないか、確認してください。
○住宅改修の完成後の写真
· 改修箇所が明確にわかるようにしてください。
（途中で切れてしまった場合は、複数撮影してください。）
· 支給事前申請で提出いただいた写真と比較しやすいように改修前と同じ方向から撮影をお願いします。全体が写らなければ何回かに分けて撮影してください。
· 写真には、必ず撮影年月日を入れてください。

· 申請時の写真によって確認できないと、写真の撮り直しを求める場合があります。
※確認チェックリスト(事後申請用)をご参照の上、提出前に必ず
ご確認をお願いします（チェックリストの提出は任意）。
３　審査結果の通知について

＜福祉用具購入費＞

審査の結果、支給申請後の支給の可否については、「介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支給（不支給）のお知らせ（受領委任払）」を被保険者に、「介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費受領委任払支給決定通知書」を申請者（受領委任事業所）に対して送付いたします。
＜住宅改修費＞

審査の結果、住宅改修費の支給事前申請の承認については、「介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修承認（不承認）通知書」を申請者（受領委任事業所）に通知します。
支給申請後の支給の可否については、「介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修支給（不支給）のお知らせ（受領委任払）」を被保険者に、「介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修受領委任払支給決定通知書」を申請者（受領委任事業所）に対して送付いたします。
４　支給金額について

支給金額は、保険給付に該当する限度額を上限とする７割～９割です。

· 福祉用具　１年間（４月～翌年３月）に１０万円まで

· 住宅改修　工事費の合算額が２０万円になるまで
ただし、次に掲げるいずれかに該当するものは、福祉用具購入費、住宅改修費に係る申請・受領委任払いを行えません。　

1 介護保険法第６６条第１項若しくは第２項の規定により、被保険者証に支払方法変更の記載がなされているもの。
2 介護保険法第６７条第１項若しくは第２項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払いを差し止められているもの。
3 介護保険法第６８条第１項の規定により、被保険者証に保険給付の差し止めの記載がなされているもの。
4 介護保険法第６９条第１項の規定により、被保険者証に給付額減額等の記載がされているもの。

· 以前に福祉用具購入や住宅改修を行なって給付を受けている方は、保険給付額が少額になる場合や、給付の対象とならない場合があります。販売前あるいは工事受注前に、本人やケアマネジャーに必ず確認してください。
５　支給について
· 支給日は、原則、支給申請書受付日の翌々月末となります。
· 書類が揃い次第、速やかに市に申請を出してください。
振込先は、登録届出書に記載された口座となります。口座の変更があった場合には、速やかに変更届出書を提出してください。

· ６　受領委任払いの流れ
＜福祉用具購入費＞
被保険者が、受領委任払いの登録を行なっている事業者を選定し、必要な用具の購入手続きをする。

被保険者及び事業者が申請書の所定の箇所に必要事項を記載し、被保険者は署名、事業者は押印をする。

事業者が、福祉用具を納品する。


　事業者が確認書を作成し、被保険者は確認欄に署名する。被保険者が自己負担額（費用の１割～３割）を支払いした後、事業者は被保険者宛ての領収書を発行する。

事業者は、申請書に必要書類を添付し、流山市に支給申請する。

流山市及び国保連合会において審査を行い、給付の可否を決定する。


　流山市が、事業者に対して費用の９割～７割分を給付する。
また、「介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支給（不支給）のお知らせ（受領委任払）」を被保険者に、「介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費受領委任払支給決定通知書」を事業者に対して送付。
＜住宅改修費＞
ケアマネジャーが「理由書」を作成する。

　被保険者が、受領委任払いの登録を行なっている事業者を選定する。


　事業者が、被保険者及びケアマネジャーと打ち合わせの上、支給事前申請提出書類を作成する。

流山市に支給事前申請する。

審査の結果、流山市より「介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修承認（不承認）通知書」を送付。
※「介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修承認（不承認）通知書」の送付前に工事を行なった場合には、住宅改修費が支給されませんのでご注意ください。


　事業者が、住宅改修工事を施工する。完成後、支給申請提出書類を作成する。


　事業者が、必要書類を添付して流山市に支給申請する。

　流山市及び国保連合会において審査を行い、給付の可否を決定。

　流山市が、事業者に対して費用の７割～９割分を給付する。
また、「介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修支給（不支給）のお知らせ（受領委任払）」を被保険者に、「介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修受領委任払支給決定通知書」を事業者に対して送付。
７　Q & A

Q1　入院中や要介護・要支援認定新規申請中もしくは区分変更中でも受領委任払い支給事前申請はできるのか？
A1　入院中や要介護・要支援認定新規申請中、区分変更中でも受領委任払い支給事前申請はできます（なお、本人の退院後の状態がわからず理由書作成が困難な場合等、必要書類が揃っていない場合は申請できません）。
ただし、退院できず在宅に戻れない、または認定結果が非該当となった場合は、保険支給できません。
　　また、介護度が確定した後に事後申請をお持ちください。

Q2　住宅改修の理由書を記載できるのは、ケアマネジャーのみなのか？
A2　ケアマネジャーのみとなります。普段の生活や行動の面からも改修の必要性について判断して頂く必要があるためです。
Q3　ケアマネジャーがついていない利用者の住宅改修工事を行う場合。理由書は誰が作成するのか？
A3　高齢者なんでも相談室（地域包括支援センター）または居宅介護支援事業所に作成してもらってください。
Q4　福祉用具において、代金の領収前に被保険者が死亡した場合は介護保険の支給対象となるのか？
A4　基本的には対象外となりますが、やむを得ない事情がある場合は対象とすることがあります。利用者とのトラブルを防ぐため、納品後は速やかに代金を領収するよう努めてください。
　　(負担割合がわからず領収できなかった又は事務の遅延で領収できなかった場合はやむを得ない事情とは判断しません。)
Q5　壁付けリモコン付きの洗浄機能付き補高便座は介護保険の支給対象となるか？
A5　洗浄機能付き補高便座部分は対象となりますが、壁付けのリモコン部分は対象外となります。上記の商品を購入の際は、補高便座部分の金額がわかる資料を添付してください。なお、補高便座自体に操作ボタンが付いている商品については、購入金額すべてを対象とします。
※見積もり書にリモコン代を別記すれば、それ以外を本体代とみなして支給対象とします。
Q6　住宅改修において、支給事前申請と工事内容が変更になった場合でも再度の支給事前申請が不要となる「軽微な変更」とは何か？
A6　理由書に記載された工事理由を逸脱しない範囲の変更となります。現場施工時にやむを得ず発生したブラケットの個数や補強板の有無の変更などが想定されます。ただし、対象の工事内容により個別に判断を行いますので、変更が生じた場合は必ず着工前に介護支援課までご相談ください。
Q7　福祉用具において、同一の商品を複数購入した場合や、同一種目の商品を再購入した場合は介護保険の支給対象となるか？
A7　同一の商品を複数購入する適切な理由があれば対象とします。再購入につきましては、破損、本人の身体状況の変化、介護者の状況の変化等の適切な理由があれば対象とします。判断に迷う場合は、購入の前に一度介護支援課まで御相談ください（破損・劣化の場合、申請時に破損部分の写真を添付してください）。
Q8　シャワーフック一体型手摺や紙巻き器一体型手摺は介護保険の支給対象となるか？
A8　対象外とします。
ただし、紙巻器一体型手摺について、例えばＬ型手摺が必  要な利用者に対して、紙巻器付きの横手摺部分に縦手摺が付属している商品を選定した場合、その縦手摺部分については給付対象とします。その場合は、縦手摺部分の金額がわかる資料を添付してください。
Q9　スロープ複数購入の際、どのような書類を添付すべきか？
A9　申請書の「福祉用具が必要な理由」欄にスロープを設置する
　　位置について記入した上で、設置後の写真を添付してくださ
い（写真の用意が難しい場合、図面でも構いません）。
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